
e-LAWSの新機能について

e-LAWS上に「府省令・規則の官報入稿」メニューを
オープンします。
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・ e-LAWSを使った改正作業は、府省令・規則のデータ整備が整った府省から、
10月1日以降、随時開始することになります。

•上記に伴い、法律・政令と同様に、府省令・規則についても、 e-LAWSを
使った官報入稿（完全原稿※を除く）を開始します。システム上の機能提供
はシステム改修後となります (10月10日以降の予定です）。

※ 完全原稿は、従来どおり文書交換システムを用いて官報入稿を実施します。

・ e-LAWSを使って入稿するのは初稿のみであり、ゲラ拝確認等、その後の
国立印刷局とのやり取りは、 e-LAWS外で対応いただくことになります。

具体的な操作方法、注意事項等は次ページのとおりです。
↓ート―



府省令・規則の官報入稿（操作方法・注意事項等）
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4.法案等関係資料作成

改正対象法令ダウ^ ノロード

新！日対照表作阪

改め文作成涌助ツール
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i5.入積

府 ‘否・規則入償

r- 、
府省令・規則の官報入稿については、法
律・政令とは別の専用のメニュ→から実

．／ 
施します（府省令・規則のプロジェクト

にのみこのメニューが表示されます） 。 ） 

麻 令 規ヽ且l}O)入X ミ

※鳥 l頁目は必須項目です．

r - - -- -- -- - -―-府省令・規則の場合は、入稿原稿の形式に伴って「通常原稿（改め文）」と 「新旧形式の改正原稿」のいずれかを指定します。 _l ・ 郷め形式を選んでください．

・饂 常原積（改め文）0新1日形式の改正原稿
・法令の種類（官穀渇載の柱立て）I内閣官房令f 9-VJ 

9- - ↓ 

共管省庁の種別に従って、法令の種類（官報に掲載される際の柱立て）を手動で選択します。

No 

(2)原加ァイルのアップロード(PDF)

遭虚 寄偲類甚謂閉．し、
フォントや環墳依存文字などが正しく表示されるデータとしてください）をアップロートしてください．

府省令・規月I洛

[~～~～~～～～～～～釦令の一部を改正する谷令
1 

r - - -原稿ファイル（官報原稿）を登録します。

ファイルはPDF（従来の紙相当とし、フォントや環境依
存文字等が正しく表示されるデータとしてください。）

で、 1ファイルのみ登録可能です。府省令・規則に入力
した内容がファイル名になります。

-
lls3)原原稿ファイルに認 図様式類ファイルアップロード(PDF)

上記(2)の原稿ファイルに含まれず、 その直後（ュが図様式類の原稿がある場合は、当該図様式ファイルを「参照」ポタ刀5ヽらPDウァイルの形式でアップロー下ーしてくださ ．ヽ原積ファイルは図様式が一f乱元含まれる場合はアッブロニ戸下
巽 ・図様式類媒て翌拶ふ：PQFデータは、原積ファイル（サ釈原稿として、て括ピて入稿されますので、 慢慧順どおり（らご登錬くださ ．ヽ入積ポタンを押すまでは送信されません．

図様式名 9 --
フ→ァイ）1、ダウ‘ノnード

、、亨フ→ルに＾まれず、その直に、亮<x、ェ の、、古があ e＾に艮り、 PDFファル登金します。= PDFファイルは複数登録できます。原稿ファイルに図様式が一括して含まれる場合は登録不翌です。

一
No 
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II <4)原ファイルの結→ァッブロード(i叫 doc/xlo/txt/csv)
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印刷局にてテキストデータを使用するため） 。
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府省令・規則の官報入稿（操作方法・注意事項等）

(5)連絡先登録

国立印刷局から連絡を取る場合の連祐先を至録してください．共笞の場合(;t代表者だけで桔情ですが、必要（こ芯ンて「追加」ポタンで担当者を追力0..,てください．
No __  ..,..所属 氏名 メールアドレス- T---• 

1（代表筍 1|00省大臣官房総務課 00係 1 |abcdefg@＋＋＋．gojp| 7口社『ヌ面

—— -二

血番号 削除

----—--: 匡声
国立印刷扇から連格を取乏鴻否万5連絡万我？登録しま百ご。No.1は在冦表者で:e-LAWS~で作業する職員のGIMA情報が自動で登録されます。
電話番号は手入力で必須となります。 No.2以降は任意となります。 （代表者の登録は必須です。共管省令の場合でも、代表者のみ登録してあれば問題ありません） 。
No.2以降は、ログインしている職員のGIMA情報で入力（「自動追加」）、または手動追加（「任意入力」）が可能です。

(6)送付元管理番号の翌緑

国立印刷忌とやりとりをするための管理番号を指定してください（咲i以内の任意の数字）．
番号が岱テに満たない場合は入稿ポタン．を押す際、自慟的に点fになるよう左佃貶d匿むノて国立印刷局（こ提出します．空白の場合はシステムで自動的に番呈が付与されます．

No 送付元管瑶香吾

ピ 国立刷口とやりとりを9―うためのー 6[―以 ＇‘＇ ー を入らし玉テ0-6桁未百豆迪合、例えば「154」は「000154」の工言□又稿のタ

イミングで自動的に6桁に変換されます。未入力の場合は、システム側で機械的に重複しないかたちで6桁の番号が振られます。任意の文字は利
用できません。番号については暦年で重複チェックが行われます。

I (7)官報掲戟希望日等の入力
頑信禰（I眉泣命面焉とゃ項）蔽芹方句了函一うーたが吠ので自由_（こ入力そきます．屯藪希望百がある瘍吾石、カレラダーがら百付を選魚rるか、 通1訂冑面政苓〇呈と両時這藪薔亘］・全のコメノト咤た力しぞな全t9.--
通信襴に改行がある場合は、 入稿ポダノを押す際、自動的ぽ改行が肖昧されます．

r- - -
誼暉希望日 1平成29年09月2凶曰十一ー： 官報掲載希望日をカレンダから選択します。 （必須ではありません） J 

通信憫 国立印刷局とやり取り（一方向）を行うための通信欄です。自由に入力できます。
本欄を活用して、入稿を行う原稿が「改め文」なのか「新旧対照表」なのかを明示します。

l.また、 「政令～号と同時掲載希望」や「ゲラ拝希望」など国立印刷局への連絡事項があれば入力します。

(8)入稿

「入積」ポダノを1町と、国立印胴局に入稿できます．入稿後、国立印刷局の各省担当宛に必ず電話で連紺バてくだ訊ヽ ．
※提出後の原漏の出ノ直し[;t、国立印刷局と調整の上、e-LAWS外で行うことになります．よく確匝の上、入積ポタンをおしてください．

--
［ 国戸冠を押示亡 る 展した原稿が国立印刷局に入稿されます。

作業を一旦中止する場合や、他課室によるファイル登録がある場合には、 「一時保存」ボタンを押してください。
入稿後は国立印刷局宛に必ず霞話で連絡してください。

I キャンセル 11 →寺保存 I 

ヽ

ノ
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府省令・規則の入稿機能送付元管理番号の採番ルール（案）

番 号

・半角6桁の数値のみであり、手入力が可能です。ただし、半角数値以外は利用できません。

例： 000102、000324・・ ・ 0 総官企023、A-0004・・ ・ x 

. 6桁未満の数値で入稿した場合、自動的に0が振られ、 6桁になります。

例： 35と入力した場合「000035」、 4021と入力した場合「004021」

・空白のまま（数値を入力しないまま）入稿することも可能ですが、その場合、 e-LAWSで送付元管理番

号が自動的に付与されます。採番ルールは「月日 (MMDD4桁） ＋2桁の数値」であり、 2桁の数値は

01から99が順番に振られます。 (1日の入稿は府省レベルで100回未満が前提）

例： 9月19日その日初めての場合： 091901 2月1日その日15回目の場合： 020115

重複チェック

・入稿の際、別紙のグループ (5ページ参照）で同じ番号は振られないように重複チェックが行われます。

・重複チェックの単位は暦年 (1月1日から12月31日まで）とします。

例： 000001を利用した場合、同一年 (1月1日から12月31日）は同じ番号は利用できません。

次の年からリスタートとなり、利用できるようになります。
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送付元管理番号重複チェックグループ表

官庁名 e-LAWSでの 官庁名 e-LAWSでの
No. 

官庁名 e-LAWSでの
No. No. 

（印刷局官庁コード準拠） 重複チェック単位 （印刷局官庁コード準拠） 重複チェック単位 （印刷局官庁コード準拠） 重複チェック単位

1 会計検査院 会計検査院 22 法務省 42 国土交通省
法務省

2 内閣官房 23 公安調査庁 43 地方整備局
内閣官房

3 内閣人平局 24 公安審査委員会 公安審査委員会 44 地方運輸局

4 内閣法制局 内閣法制局 25 外務省 外務省 45 海難審判所 国土交通省

5 安全保障会墳 安全保障会議 26 財務省 46 観光庁
財務省

6 人事院 人事院 27 国税庁 47 気象庁

7 内閣府 28 文部科学省 48 海上保安庁

8 日本学術会議 内閣府 29 スポーツ庁 文部科学省 49 運輸安全委貝会 運輸安全委貝会

， 国家公安委員会 30 文化庁 50 環境省 環境省

10 宮内庁 宮内庁 31 厚生労働省 厚生労働省 51 原子力規制委員会 原子力規制委員会

11 公正取引委貝会 公正取引委員会 32 中央労働委員会 52 防衛装備庁
中央労働委貝会 防衛省

12 醤察庁 警察庁 33 船員中央労働委員会 53 防衛省

13 個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 34 展林水産省 54 復興庁

14 金融庁 35 林野庁 農林水産省 55 岩手復興局
金融庁 復興庁

15 公認会計士審査会 36 水産庁 56 宮城復興局

16 消閃者庁 消質者庁 37 経済産業省 57 福島復興局

17 総務省 38 資源エネルギー庁

18 中央選挙管理会 39 中小企業庁 経済産業省
総務省

19 政治臼金適正化委員会 40 経済産業局

20 消防庁 41 特許庁

21 公害等調整委貝会 公害等調整委只会
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